様式第４号
補助金受給誓約書
「生駒市オフィス等開設支援事業補助金」の交付申請にあたり、
下記について誓約します。
記
１．この事業の申請者は、次の内容に該当しません。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）
(2) 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する次に掲げる者
ア　暴力団員が事業主又は役員となっている事業者
イ　暴力団員が実質的に経営を支配している事業者
ウ　暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者
エ　暴力団又は暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者
オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会通念上相応しくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者
(４) 生駒市暴力団排除条例（平成２３年１２月生駒市条例第２９号）第２条第１号に規定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員
２．この事業の実施にあたっては、関係法令を遵守し、申請時点で開設が可能であることを確認しています。また営業に必要な許認可を営業開始までに完了します。
３．この事業の申請者は、生駒市オフィス等開設支援事業補助金交付要綱第３条第２項の各号のいずれにも該当せず、市税の滞納はなく、補助事業にかかる費用について、すべて遅滞なく支払います。
４．補助金の申請・誓約内容に虚偽が判明した場合や、補助金の不正利用が判明した場合は、生駒市オフィス等開設支援事業補助金交付要綱第１０条に基づき補助金の全部若しくは一部を返還します。
５．補助事業に係る収入及び支出に関する書類並びに領収書等の関係書類を整理し、補助事業の終了後５年間これを保管します。
6．提出された書類が返却されないことに同意します。
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